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1.経緯

昨年 12月 1日 、財務省に設置 した「国家公務員宿舎の削減のあり方について

の検討会」 (座長 :財務副大臣)において、「国家公務員宿舎の削減計画」 (以下

「削減計画」という。)が策定 B公表された。

削減計画では、国家公務員宿舎に入居が認められる職員を5つの類型に限定し、

当該 5類型をもとに各府省が必要戸数の精査を実施 した (参考 1参照)。 この結

果、国家公務員宿舎全体の必要戸数は約 16.3万戸となり、今後 5年を目途に、

宿舎戸数 21.8万戸に対して 5.6万戸 (25.50/0)程度の削減を行うとの方針が示

された。また、削減計画では、同計画において示された方針に基づき、公表時点

で廃止が決定された宿舎、計 2,393住宅 (約 1.6万戸)に ついて、具体的な宿舎

名等の一覧が公表された。

(参考)削減計画で廃上が決定された宿舎 (2,393住宅)の売却実績等

平成 24年 9月 末時点で、削減計画で廃止が決定された宿舎、計 2,393

住宅のうち、

①売却済の宿舎は107住宅 (455戸 、6万 5千ド、契約金額 119億円)

②平成24年度中に売却予定の宿舎は138住宅 (700戸 )

③退去期限が到来し廃止手続き中の宿舎は1,262住宅 (8,862戸 )

となつている。

さらに、削減計画においては、追加で廃止する宿舎について「コス ト比較等に

より個別の検討」を行い、「その結果について、 1年以内を目途に公表を行う」

との方針が示されている。今般、当該方針に基づいてコス ト比較等により個別に

検討を行い、その結果をとりまとめた。

また、宿舎使用料については、削減計画において「宿舎の建設、維持管理等に

係る歳出に概ね見合 う歳入を得る水準まで引上げを行 う。具体的な引上げ幅につ

いては、今後行 う個別宿舎に係る検討等を踏まえ、また、関係者の理解を得 られ

るよう努めた上で」決定する、とされていることか ら、見直 しの内容について、

併せてとりまとめた。

2.コ ス ト比較等による個別検討結果

今後 5年 を目途に必要戸数約 16.3万 戸まで宿舎戸数を削減するため、コス ト

比較等により個別の検討を行つた。具体的には、老朽化し耐震性等に問題がある



宿舎等を対象に、売却収入や法定容積率の利用率、業務上の必要性や立地等を勘

案 して廃止する宿舎を選定ずるとともに、存置することとした耐震性等に問題が

ある宿舎については、より詳細なコス ト比較を実施 し、その処置について判定を

行つた。

こうした個別検討の結果、全国 10,684住宅のうち、(肖1減計画で廃上が決定さ

れた 21393住宅を含め、合計で)5,046住宅 (一部廃止も含む。)を廃止するこ

とを決定 した (具体的な宿舎名等の一覧は別紙 1-1の とおり。)。 これにより、

5,6万戸程度の削減幅が達成されることとなる。

(注 1)複数の棟により構成される宿舎のうち、一部の棟のみを廃止ずる宿舎

(一部廃止)は 514住宅。

(注 2)老朽化 した宿舎に関するコス ト比較等の実施と判定結果

まず、削減計画で廃上が決定された 2,393住宅以外の宿舎のうち、今

後 5年間で築年数が 40年 を超える宿舎等、老朽化 し耐震性等に問題があ

るもの等について、売却収入や法定容積率の利用率、業務上の必要性や

立地等を勘案 し、廃止する宿舎を選定 した。

また、存置することとした老朽化 し耐震性等に問題がある宿舎につい

ては、肖1減計画における「コス ト比較等を行 うことによつて、極力、耐

震改修等により対応 し、できる限 り、建替を抑制」するとの方針の下、

詳細なコス ト比較を実施 し、耐震改修等 (長寿命化 )、 借受への移行、建

替のいずれの処置を行うか判定を行つた (コ ス ト比較等の手法は、民間

企業からのヒアリングや有識者の意見等を踏まえつつ、財政制度等審議

会国有財産分科会 (平成 24年 9月 11日 開催)における審議を経て策定

したものである (参考 2、 3、 4参照)。 )。

この結果、耐震改修等 (長寿命化)と 判定された宿舎は 471住宅、借

受に移行するものと判定された宿舎は 62住宅、建替と判定された宿舎は

38住宅となつた (具体的な宿舎名等の一覧は別紙 1-2のとおり。)。 な

お、借受への移行や、集約化のための建替に伴つて、廃止となる宿舎が

出てくる (こ れらも上記の廃止宿舎数に含まれている。)。

(注 3)コ ス ト比較等の結果、建替と判定された宿舎の多くは、居住場所が官署

の近接地に制限されている刑務官や自衛官用の宿舎等となつている。

なお、廃止する宿舎については、その跡地をできる限 り速やかに売却すること等

により、国の財政に貢献することを目指す。これにより捻出される財源については、

現在のところ確定的なことはいえないが、削減計画で既に廃止決定された分も含め、
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概算すると、約 1,700億 円と見込まれる。

(注)捻出が見込まれる財源の金額は、廃止宿舎跡地の現時点での売却収入見込

額から、宿舎解体に必要な経費等を控除したもの。なお、耐震改修等、借受

への移行、建替に伴い必要な費用が別途生じる。また、実際に捻出される財

源は、不動産市況等により変わ りうる。

上述の 5,046住宅の廃上を進めることで、削減計画で示された 5.6万戸 (25.50/0)

程度の宿舎戸数の削減幅を実現することになるが、これに止まることなく、国家公

務員の働き方のあり方等についての見直しや、国有財産の有効活用、PFIや借上

げによる宿舎の活用、資産の圧縮といつた視点とともに、行財政改革や宿舎の入居

状況等を踏まえつつ、必要に応 じて、宿舎戸数や建設 日管理コス トについて、更な

る削減努力を行つていく。

3.宿舎使用料の見直し

宿舎使用料 (駐車場の使用料を含む。)については、削減計画の方針に基づき、

宿舎に係る歳出に概ね見合う歳入を得る水準まで引上げを行う必要がある。この

ため、宿舎に係る歳出を網羅的に把握 し、これに基づき宿舎使用料を算定する。

具体的には、宿舎の改修費 (耐震改修等を含む。)、 借受宿舎の賃料、宿舎建設

費に係る減価償却費、宿舎行政に従事する公務員や宿舎管理人の人件費などを勘

案して、宿舎に係る歳出に概ね見合う歳入を得ることができるよう、宿舎使用料

を見直す。

現時点における試算では、宿舎戸数の肖1減などを反映した平成 28年度以降の

宿舎に係る歳出は年間約 550億円程度であり、現在の使用料水準で算定した使用

料収入は年間約 280億円程度と見込まれ、宿舎に係る歳出に概ね見合う歳入 (使

用料収入)を得るためには、全体として、現行の宿舎使用料を概ね 2倍弱増加さ

せる必要がある。

なお、別紙 2では、東京 23区及び地域手当非支給地域について、現時点で見

込まれる引上げ後の宿舎使用料の概算額等を示している。

宿舎使用料の引上げ時期については、平成 24年 4月 から平成 26年 3月 までの

間国家公務員給与について減額支給措置が講 じられていることから、国家公務員

給与の減額支給措置終了後の平成 26年 4月 か ら引上げを開始する。

また、今回の引上げが過去に例のない規模であることから、激変緩和措置 とし

て、 2年 ごとに 3段階で引上げを実施する。
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【別紙 1-1】

し

番号 都道府県 省庁名 宿舎名 所在地

北海道 最高裁判所 宿舎 北海道札幌市中央区

北海道 最高裁判所 宿舎 (一部 ) 北海道札幌市中央区

北海道 最高裁判所 宿舎 北海道函館市

北海道 最高裁判所 宿舎 北海道旭川市

北海道 最高裁判所 宿舎 北海道留萌市

北海道 最高裁判所 宿舎 北海道紋別市

北海道 最高裁判所 宿舎 (一部 ) 北海道紋別市

北海道 最高裁判所 宿舎 北海道滝川市

北海道 最高裁判所 宿舎 (一部 ) 北海道深川市

10 北海道 最高裁判所 宿舎 (一部 ) 北海道富良野市

11 北海道 最高裁判所 宿舎 北海道松前郡松前町

12 北海道 最高裁判所 宿舎 (一部 ) 北海道二海郡八雲町

13 北海道 最高裁判所 宿舎 北海道檜山郡江差町

14 北海道 最高裁判所 宿舎 (一部 ) 北海道天塩郡天塩町

15 北海道 最高裁判所 宿舎 北海道紋別郡遠軽町

16 北海道 最高裁判所 宿舎 北海道標津郡標津町

17 北海道 内閣 」ステージ若革 北海道苫小牧市

18 北海道 内閣府 宿舎 北海道札幌市東区

19 北海道 内閣府 宿舎 北海道札幌市自石区

20 北海道 内閣府 宿舎 北海道旭川市

21 北海道 内閣府 宿舎 北海道旭川市

22 北海道 内閣府 宿舎 北海道北見市

23 北海道 法務省 宿舎 北海道札幌市中央区

24 北海道 法務省 宿舎 (一部 ) 北海道札幌市中央区

25 北海道 法務省 宿舎 (一部 ) 北海道札幌市東区

26 北海道 法務省 宿舎 北海道札幌市豊平区

27 北海道 法務省 宿舎 北海道函館市

28 北海道 法務省 宿舎 北海道函館市

29 北海道 法務省 宿舎 北海道函館市

30 北海道 法務省 宿舎 北海道函館市

31 北海道 法務省 宿舎 (一部 ) 北海道旭川市

32 北海道 法務省 宿舎 (一部 ) 北海道帯広市

33 北海道 法務省 向陽ヶ丘宿舎 北海道網走市

34 北海道 法務省 網走支局南 9条宿舎 北海道網走市

35 北海道 法務省 宿舎 北海道根室市

36 北海道 法務省 恵庭宿舎 北海道恵庭市

37 北海道 法務省 宿舎 北海道二海郡八雲町

38 北海道 法務省 宿舎 北海道二海都八雲町

39 北海道 法務省 宿舎 北海道檜山郡江差町

40 北海道 法務省 寿都町宿舎 北海道寿都郡寿都町

41 北海道 法務省 宿舎 (一部 ) 北海道棒戸郡月形町

42 北海道 法務省 宿舎 (一部 ) 北海道樺戸郡月形町

43 北海道 法務省 静内末広町宿舎 北海道日高郡新ひだか町

44 北海道 法務省 静内駒場宿舎 北海道日高郡新ひだか町

45 北海道 財務省 北 28条寮 北海道札幌市東区

46 北海道 財務省 中島A 北海道函館市

47 北海道 財務省 谷地頭寮 北海道函館市

48 北海道 財務省 常盤A 北海道浦河郡浦河町

49 北海道 財務省 東 2丁 目 北海道虻田郡倶知安町

50 北海道 財務省 大通 北海道帯広市

北海道 財務省 13丁目 北海道岩見沢市

52 北海道 財務省 日の出A 北海道岩見沢市
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宰,″ セp墓蕗
所在地宿舎名番号 都道府県 省庁名

島県喜多方市農林水産省 四ツ谷1349 福島県

福島県相馬市農林水産省 中村森林事務所1350

福島県南相馬市仝
1351 島県 省

福島県南相馬市農林水産省 大町 2丁 目宿舎1352 福島県

福島県南会津郡南会津町農林水産省 村上1358 福島県

福島県耶麻郡北塩原村小野川森林事務所福島県 農林水産省1354

島県河沼郡会津坂下町小川原1355 福島県 農林水産省

島県大沼郡昭和村農林水産省 昭和森林事務所1356 福島県

福島県西白河郡西郷村福島県 農林水産省 センター宿舎 (一部 )1357

福島県西白河郡矢吹町本町宿舎1358 福島県

福島県西白河郡矢吹町農林水産省 八幡町宿舎 11359 福島県

福島県西白河郡矢吹町福島県 農林水産省 八幡町宿舎 21360

福島県西白河郡矢吹町農林水産省 八幡町宿舎 31361 福島県

福島県西白河郡矢吹町農林水産省 八幡町宿舎 41362 福島県

福島県西白河郡矢吹町八幡町宿舎 5福島県 農林水産省1363

福島県西白河郡矢吹町曙町宿舎 21364 福島県 農林水産省

福島県西白河郡矢吹町農林水産省 一本木宿舎1365 福島県

福島県西白河郡矢吹町福島県 農林水産省 舘沢宿舎1366

福島県西自河郡矢吹町本町宿舎1367 福島県 農林水産省

福島県西白河郡矢吹町農林水産省 八幡町宿舎 (六 )1368 福島県

福島県西白河郡矢吹町八幡町宿舎 (八 )福島県 農林水産省1369

福島県西白河郡矢吹町農林水産省 八幡町宿舎 (二 )1370 福島県

福島県西白河郡矢吹町農林水産省 八幡町宿舎 (七 )1371 福島県

福島県西白河郡矢吹町八幡町宿舎 (九 )福島県 農林水産省1372

福島県西白河郡矢吹町八幡町宿舎1873 福島県 農林水産省

福島県西白河郡矢吹町農林水産省 小松第二宿舎1374 福島県

福島県西白河郡矢吹町福島県 農林水産省 小松宿舎1375

福島県西白河郡矢吹町農林水産省 曙町宿舎 (二 )1376 福島県

福島県西自河郡矢吹町農林水産省 曙町宿舎1377 福島県

福島県西白河郡矢吹町舘沢宿舎 (二 )福島県 農林水産省1378

福島県西自河郡矢吹町農林水産省 舘沢宿舎 (四 )1379 福島県

福島県西白河郡矢吹町農林水産省 一本木宿舎 (二 )1380 福島県

福島県西自河郡矢吹町一本木宿舎福島県 農林水産省1381

福島県西白河郡矢吹町八幡町宿舎 (三 )1382 福島県 農林水産省

福島県西自河郡矢吹町農林水産省 舘沢宿舎1383 福島県

福島県西白河郡矢吹町八幡町宿舎 (五 )1384 福島県 農林水産省

福島県西白河郡矢吹町農林水産省 舘沢宿舎 (三 )1385 福島県

福島県西白河郡矢吹町農林水産省 花咲宿舎1386 福島県

福島県西白河郡矢吹町曙町宿舎 (三 )1387 福島県 農林水産省

福島県東白川郡棚倉町農林水産省 南町宿舎1388 福島県

福島県東自川郡矢祭町農林水産省 東館森林事務所1389 福島県

福島県東自川郡塙町高城森林事務所1390 福島県 農林水産省

福島県石川郡石川町農林水産省 矢ノロ日宿舎1391 福島県

福島県双葉郡楢葉町農林水産省 木戸森林事務所1392 福島県

福島県双葉郡富岡町王塚宿舎1393 福島県 農林水産省

福島県双葉郡浪江町農林水産省 浪江森林事務所1394 福島県

福島県双葉郡浪江町農林水産省 津島森林事務所1395 福島県

福島県双葉郡浪江町内田宿舎1396 福島県 農林水産省

福島県双葉郡浪江町仝
ロ1397

福島県双葉郡浪江町順礼河原宿舎1398 島県

福島県双葉郡浪江町福島県 農林水産省 南上ノ原宿舎1399

福島県相馬郡飯館村車野森林事務所1400 福島県 農林水産省

福島県いわき市レオパ レスプラザ中神谷1401 福島県 経済産業省

福島県いわき市経済産業省 レオパレスプラザ中神谷1402 福島県
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1403 福島県 経済産業省 レオパレスプラザ中神谷 福島県いわき市

1404 福島県 経済産業省 レオパレスプラザ中神谷 福島県いわき市

1405 福島県 経済産業省 レオパレスプラザ中神谷 福島県いわき市

可406 福島県 経済産業省 レオパレスマイアミ 福島県いわき市

1407 福島県 経済産業省 レオパレスマイアミ 福島県いわき市

1408 福島県 経済産業省 レオパレスマイアミ 福島県いわき市

1409 福島県 経済産業省 レオパレスマイアミ 福島県いわき市

1410 福島県 経済産業省 レオパレスマイアミ 福島県いわき市

1411 福島県 経済産業省 メゾンアイユウ 福島県いわき市

1412 福島県 経済産業省 ハイツフォーシーズン202 福島県いわき市

1413 福島県 経済産業省 ハイツフォーシーズン203 福島県いわき市

1414 福島県 経済産業省 富岡宿舎 福島県双葉郡富岡町

1415 福島県 経済産業省 セントラル・ハイツ202号 福島県双葉郡富岡町

1416 福島県 経済産業省 コスモハイツD椋 203号室 福島県双葉郡大熊町

1417 福島県 経済産業省 コスモハイツC棟 106号室 福島県双葉郡大熊町

1418 福島県 経済産業省 小入野ハイツ 103号室 福島県双葉郡大熊町

1419 福島県 経済産業省 コスモハイツD棟 108号室 福島県双葉郡大熊町

1420 福島県 経済産業省 プティ モンターニュ 刊01 福島県双葉郡大熊町

1421 福島県 経済産業省 グリーシハイツA棟 201号室 福島県双葉郡大熊町

1422 福島県 経済産業省 双葉宿舎 福島県双葉郡双葉町

1423 福島県 経済産業省 前田ハイツ 北棟 102 福島県双葉郡双葉町

1424 福島県 国土交通省 泉宿舎 福島県福島市

1425 福島県 国土交通省 久留米―丁目宿舎 福島県郡山市

1426 福島県 国土交通省 林城宿舎 福島県いわき市

1427 福島県 国土交通省 泉玉露宿舎 福島県いわき市

1428 福島県 国土交通省 玉川宿舎 (一部 ) 福島県いわき市

1429 福島県 国土交通省 中村宿舎 福島県相馬市

1430 福島県 国土交通省 原町宿舎 福島県南相馬市

1431 福島県 環境省 万世町住宅他 福島県福島市

1432 福島県 環境省 西ノ内住宅他 福島県郡山市

1433 福島県 環境省 桜井町住宅 福島県南相馬市

1434 福島県 環境省 檜枝岐住宅 福島県南会津郡檜枝岐村

1435 福島県 環境省 北塩原住宅 福島県耶麻郡北塩原村

1436 福島県 防衛省 宿舎 福島県福島市

1437 福島県 防衛省 宿舎 福島県福島市

1438 福島県 防衛省 宿舎 (一部 ) 福島県郡山市

1439 福島県 防衛省 宿舎 福島県白河市

1440 福島県 合同宿舎 吉倉住宅 (一部 ) 福島県福島市

1441 福島県 合同宿舎 野田住宅 福島県福島市

1442 福島県 合同宿舎 松浪住宅 福島県福島市

1443 福島県 合同宿舎 材木町住宅 福島県会津若松市

1444 福島県 合同宿舎 門田住宅 福島県会津若松市

1445 福島県 合同宿舎 郡山住宅 福島県郡山市

1446 福島県 合同宿舎 郡山住宅 (第二地区) 福島県郡山市

1447 福島県 合同宿舎 小名浜住宅 (一部 ) 福島県いわき市

1448 茨城県 最高裁判所 宿舎 茨城県日立市

1449 茨城県 総務省 鹿島第二宿舎 茨城県鹿嶋市

1450 茨城県 法務省 宿舎 茨城県水戸市

1451 茨城県 法務省 宿舎 茨城県水戸市

1452 茨城県 法務省 宿舎 茨城県下妻市

1453 茨城県 法務省 宿舎 茨城県下妻市

1454 茨城県 法務省 常陸太田宿舎A 茨城県常陸太田市

1455 茨城県 法務省 松ヶ岡宿舎 茨城県猿島郡境町

1456 茨城県 財務省 水戸鉄砲町寮 茨城県水戸市
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茨城県水戸市水戸社会保険住宅1457 茨城県 厚生労働省

笠間市厚生労働省 友部国家公務員宿舎1458 茨城県

茨城県水戸市農林水産省 千波宿舎145911

茨城県水戸市茨城県 農林水産省 堀町第 2宿舎1460

茨城県水戸市企
ロ1461 茨城県 農林水産省

茨城県水戸市袴塚宿舎1462 茨城県

茨城県水戸市農林水産省 西原宿舎1463 茨城県

茨城県水戸市新原第 2宿舎1464 茨城県 農林水産省

茨城県水戸市農林水産省 新原宿舎1465 茨城県

茨城県水戸市農林水産省 笠原町宿舎1466

茨城県水戸市栄町宿舎1467 茨城県 農林水産省

茨城県水戸市農林水産省 堀町宿舎1468 茨城県

茨城県日立市茨城県 農林水産省 シャンテクレール1469

茨城県日立市コーポ尾又1470 茨城県 農林水産省

茨城県笠間市農林水産省 桂町A宿舎 (一部 )1471 茨城県

茨城県常陸大宮市茨城県 農林水産省 常陸大宮宿舎 (一部 )1472

茨城県筑西市家畜改良センター茨城牧場宿舎 (一部 )1473 茨城県 農林水産省

茨城県かすみがうら市農林水産省 千代田試験地公務員宿舎1474 茨城県

茨城県神栖市茨城県 農林水産省 水産工学研究所宿舎 (一部)1475

茨城県猿島郡境町松ヶ岡宿舎1476 茨城県 農林水産省

茨城県那珂郡東海村経済産業省 サンハイツ東海A-2021477 茨城県

茨城県日立市東金沢茨城県 国土交通省1478

茨城県土浦市富士崎借受宿舎A1479 茨城県 国土交通省

茨城県吉河市国土交通省 古河第 4宿舎1480 茨城県

茨城県結城市茨城県 国土交通省 結城宿舎 2号1481

茨城県常陸太田市常陸太田 (一部 )1482 茨城県 国土交通省

茨城県常陸太田市国土交通省 磯部1483 茨城県

茨城県常陸太田市茨城県 国土交通省 金井町1484

茨城県ひたちなか市中根宿舎 (一部 )1485 茨城県 国土交通省

茨城県鹿嶋市国土交通省 三笠山 (A)宿舎 (一部 )1486 茨城県

茨城県小美玉市田木谷 B宿舎茨城県 国土交通省1487

茨城県小美玉市小川宿舎1488 茨城県 国土交通省

茨城県水戸市防衛省 宿舎1489 茨城県

茨城県水戸市茨城県 防衛省 宿舎1490

茨城県水戸市宿舎1491 茨城県 防衛省

茨城県水戸市防衛省 宿舎1492 茨城県

茨城県日立市茨城県 防衛省 宿舎1493

茨城県土浦市防衛省 宿舎1494 茨城県

茨城県土浦市防衛省 宿舎 (一部 )1495 茨城県

茨城県土浦市宿舎1496 茨城県 防衛省

茨城県土浦市防衛省 宿舎1497 茨城県

茨城県土浦市防衛省 宿舎1498 茨城県

茨城県土浦市宿舎1400 茨城県 防衛省

茨城県古河市防衛省 宿舎1500 茨城県

茨城県古河市防衛省 宿舎1501

茨城県古河市1502 茨城県 防衛省

茨城県古河市防衛省1503 茨城県

茨城県古河市防衛省 宿舎1504 茨城県

茨城県古河市宿舎茨城県 防衛省1505

茨城県吉河市宿舎1506 茨城県 防衛省

茨城県古河市防衛省 宿舎1507 茨城県

茨城県古河市防衛省 宿舎1508

茨城県ひたちなか市茨城県 防衛省1509

茨城県小美玉市(一部 )1510 茨城県 防衛省
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1511 茨城県 防衛省 宿舎 (一部 ) 茨城県小美玉市

1512 茨城県 防衛省 宿舎 茨城県稲敷郡阿見町

1513 茨城県 防衛省 宿舎 茨城県稲敷郡阿見町

1514 茨城県 防衛省 宿舎 茨城県稲数郡阿見町

1515 茨城県 防衛省 宿舎 茨城県稲数郡阿見町

1516 茨城県 防衛省 宿舎 茨城県稲敷郡阿見町

1517 茨城県 防衛省 宿舎 茨城県稲数郡阿見町

1518 茨城県 合同宿舎 石川住宅 (一部 ) 茨城県水戸市

1519 茨城県 合同宿舎 竹園 3丁 目住宅 茨城県つくば市

1520 茨城県 合同宿舎 吾妻 1丁 目住宅 茨城県つくば市

1521 茨城県 合同宿舎 吾妻 4丁 目住宅 (一部 ) 茨城県つくば市

1522 茨城県 合同宿舎 並木 2丁 目住宅 (一部 ) 茨城県つくば市

1523 茨城県 合同宿舎 竹園 1丁 目住宅 (一部 ) 茨城県つくば市

1524 茨城県 合同宿舎 春日 1丁 目住宅 (一部 ) 茨城県つくば市

1525 茨城県 合同宿舎 鹿島知手住宅 (一部) 茨城県神栖市

1526 栃木県 最高裁判所 宿舎 栃木県足利市

1527 栃木県 最高裁判所 宿舎 栃木県栃木市

1528 栃木県 最高裁判所 宿舎 (一部) 栃木県大田原市

1529 栃木県 内閣府 御料牧場宿舎 栃木県塩谷郡高根沢町

1530 栃木県 法務省 宿舎 栃木県宇都宮市

1531 栃木県 法務省 宿舎 栃木県栃木市

1532 栃木県 法務省 佐野宿舎 栃木県佐野市

1533 栃木県 法務省 宿舎 (一部 ) 栃木県大田原市

1534 栃木県 法務省 宿舎 栃木県大田原市

1535 栃木県 財務省 宇都宮税務署若草町宿舎 (寮 ) 栃木県宇都宮市

1536 栃木県 財務省 若草 2号宿舎 栃木県宇都宮市

1537 栃木県 厚生労働省 一般職員宇都宮第二公務員宿舎 栃木県宇都宮市

1538 栃木県 厚生労働省 社会保険職員宿舎 栃木県宇都宮市

1539 栃木県 厚生労働省 塩原視力障害センター宿舎 栃木県那須塩原市

1540 栃木県 農林水産省 日光宿舎 栃木県日光市

1541 栃木県 農林水産省 須賀川森林事務所 栃木県大田原市

1542 栃木県 農林水産省 塩那宿舎 栃木県大田原市

1543 栃木県 農林水産省 中塩原森林事務所 栃木県那須塩原市

1544 栃木県 農林水産省 那須森林事務所 栃木県那須塩原市

1545 栃木県 農林水産省 那須塩原第 2宿舎 (一部 ) 栃木県那須塩原市

1546 栃木県 農林水産省 那須塩原第 1宿舎 栃木県那須塩原市

1547 栃木県 農林水産省 馬頭宿舎 栃木県那須郡那珂川町

1548 栃木県 国土交通省 田中町共同宿舎 (一部 ) 栃木県足利市

1549 栃木県 国土交通省 豊田宿舎 栃木県日光市

1550 栃木県 国土交通省 今市宿舎 栃木県日光市

1551 栃木県 国土交通省 今市借受宿舎 栃木県日光市

1552 栃木県 国土交通省 あかなぎ宿舎 栃木県日光市

1553 栃木県 国土交通省 川俣ダム管理用川治職員宿舎 栃木県日光市

1554 栃木県 環境省 口光本町住宅 栃木県日光市

1555 栃木県 環境省 那須住宅 栃木県那須塩原市

1556 栃木県 防衛省 宿舎 栃木呆宇都宮市

1557 栃木県 防衛省 宿舎 栃木県宇都宮市

1558 栃木県 防衛省 宿舎 栃木県宇都宮市

1559 栃木県 防衛省 宿舎 栃木県宇都宮市

1560 栃木県 防衛省 宿舎 栃木県宇都宮市

1561 栃木県 防衛省 宿舎 栃木県宇都宮市

1562 栃木県 防衛省 宿舎 栃木県宇都宮市

1563 栃木県 防衛省 宿舎 栃木県宇都宮市

1564 栃木県 防衛省 宿舎 栃木県宇都宮市
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沖縄県うるま市防衛省 宿舎5021 沖縄県

沖縄県うるま市5022 沖縄県 防衛省 宿 舎

沖縄県うるま市宿舎5023 沖縄県 防衛省

沖縄県うるま市防衛省 宿舎5024 沖縄県

沖縄県うるま市防衛省 宿舎5025 沖縄県

沖縄県宮吉島市宿舎5026 沖縄県 防衛省

沖縄県南城市宿 舎5027 沖縄県 防衛省

沖縄県中頭郡読谷村防衛省 宿 舎5028 沖縄県

沖縄県中頭郡読谷村5029 沖縄県 防衛省 宿舎

沖縄県中頭郡読谷村宿 舎5030 沖縄県 防衛省

沖縄県中頭郡読谷村防衛省 宿舎5031 沖縄県

沖縄県中頭郡読谷村5032 沖縄県 防衛省 宿舎

沖縄県国頭郡金武町防衛省 宿舎5033 沖縄県

沖縄県中頭郡北谷町防衛省 宿舎5034 沖縄県

沖縄県中頭郡北谷町宿 舎5035 沖縄県 防衛省

沖縄県島尻郡与那原町宿舎5036 沖縄県 防衛省

沖縄県島尻郡南風原町防衛省 宿 舎5037 沖縄県

沖縄県島尻郡八重瀬町5038 沖縄県 防衛省 宿舎

沖縄県宜野湾市合同宿舎 志真志住宅5039 沖縄県

沖縄県石垣市沖縄県 合同宿舎 石垣住宅 (一部 )5040

沖縄県石垣市コーラルタウン5041 沖縄県 合同宿舎

沖縄県浦添市合同宿舎 前田住宅5042 沖縄県

沖縄県名護市合同宿舎 名護住宅5043 沖縄県

沖縄県豊見城市豊見城住宅 (一部 )5044 沖縄県 合同宿舎

沖縄県宮古島市平良住宅 (一部 )5045 沖縄県 合同宿舎

沖縄県宮古島市合同宿舎 シモサ トマンション504G 沖縄県

(※)セキュリティ上、宿舎名を公表できない宿舎については、「宿舎」と表示している。

(注 刊)上記には、削減計画で廃上が決定された宿舎 (2,393住 宅)が含まれる。また、複数の棟により構成される宿

舎のうち、一部の棟のみを廃止する場合 (一部廃止)が含まれる (51牲宅 (宿舎名の後に「 (一部)」 と表示

している。))。

(注 2)今後、危機管理体制や業務継続計画 (BCP)等の緊急参集体制の内容に基づき、郊外に所在する宿舎を廃止

の上、都心に所在する宿舎を活用する可能性がある。
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【別紙刊-2】
コ ス

番号 宿舎名都道府県 省庁名

I岳言 棗EttI FF :居舎1北 サ`区置

I最思 裁 判 F,「 I層害lЯヒ屈追

1層舎1北海 道 I法務 省

I濃潜 省 1居舎1北ラ臣置

I法務 省 1宿舎1北海 週

IE林,K語省 I夏 0委 14T日 居 舎1北題 ■百

I屠 林 フK庫箸 I清 見 HT福書Iヨ ヒ第■」自
I岳 林 フk西省 I里 F耳 轟 承 三 澪 口FI北海 言

I岳林 ノK産省 I緑 HT回飩I北 ,色 遭

I農林 水 圧 省 I共 栄 団 地1北海 】巨

I需林 末 西 省 I妥F受 団 it旧1  1】 ヒ題酒

I見志 列I合 同 森 林 事 藩 所I岳林 水 産 省2    1Jヒ 涵週
:島林 ,K西省 Iれ巳田T3    1】ヒ癌百

I潰楽 賞 ―I需林 末 F省4    1Jヒ 海道
I路林 末 西 省1    1】 監癌福 I吊 里・ 漂 町1義林 墓 房 口F
:忌林 末 庁 省 I中 学 後 地 区6    1J瞬二遭
I鷺林 ,k置省 I管 理 讐 11“ 屎/  1】監海 1百

:露林 ,K鷹省 I富 林 吾 伯
~舎

Iヨ ヒ第二」些

I癸 JII町 20番 職 員 悟 舎I北海 道 1国 主 交 通 省

I国 主 憂 補 省 I再広 山 4隻 面 6T日 肩 舎1】ヒ`屈ュ自

I帝広 大 川 町 宿 舎I国 土 交 通 省1  1北 海 逼

II工 I土 覆 補 省 I面部 夏 田T宿舎I北癌 置

I岩見 沢 職 員 宿 合1北海 道 1国 土 交 通 省

1国 土 至 補 省 I倍
~舎

1】ヒ題置

I暑 III ttΠ 説昌 宿 舎1北海 道 1回土 交 通 省

I倍
~舎

1】ヒ爆福 I隔衝 省

I槽書Iヨ ヒれ追 1厨衛 省

I居舎I】 監題 1百 1日,:衝省

I福舎I】 ヒ環ニュ自 I防衛 省

I宿全1北題 1百 I日

'了

穫r省

I屑 舎I瞬衛 省1  1】と瓶ュロ

I宿舎I北涵 逼 I防衛 省

I居舎1】と`癌涵 I,〒衛省

I宿舎I防衛 省4    1Jと 〕豪道
I居舎I厨衝 省I  I北 海 ■百

I宿舎I北海 道 I防衛 省

I居舎ll傭衛 省ア  I北海 1百

I宿舎I北海 道 I防衛 省

I福
~全

I】 監ヽ屋輛目 IB打衛省

I肩害Iヨ ヒ買騒ュ自 I厨衛 省

I層舎I防衛 省1  1北 海 逼

I冨害I北｀
,巨 置 I断衛 省

17冒舎IJヒ
‐
海道 I防衛 省

1肩舎I北癌 ■百 ll万衛 省

I宿 舎I】ヒ海道 IIbi衛省
I居 舎I北 雇` 置 I阿徹 省

I宿 舎I防衛 省7  1北 海 道

I防

「

こf省 I宿舎I北癌 二言

I青森 県 I罷林 ノki華省 I言野

I吾姦 l早 I鷺林 クk正省 I今博1

I青森 県 I岳林 末 薄 省 I東阿 部 野 百

I音至 県 I鷺林 末 藤 省 I下 松 ノ 夫 軍

I青森 県 II玉 I主 至 補 省 I宿舎

I音森 県 I防衛 省 I宿舎

I防衛 省 I居害) I青 薮 県

I青森 県 I防衛 省 I僣
~舎

I青薮 呉 1隅衛 省 I居害

I青森 県 I防衛 省 I僧
~舎

I青筆 県 I隅衛 省 I居舎

I青森 県 I防衛 省 I宿舎

I防使r省 I居舎1  1青 薮 県

I青憲 県 I防衛 省 I宿舎

I青姦 県 I防衛 省 I福
~舎

I防衛 省 I宿舎4  1青森県
I隔衛 省 I伯

~舎I  I吾 曇 県

I合 同 宿 合 I石畿野 倖 宰6  1吾 森県
I合 周 居 舎 I活 ,k律 ~手′  I音憂 l阜

I音森 県 I合同 宿 舎 Iを智台件車
I岩平 県 I鷺林 末 藤 省 I翡夫 日T

Iをキ 県 I岳林 末 藤 省 I平補12
I国 十 奪 桶 省 Iね

~全1  1岩 子 旦

I防衛 省 I宿舎Z  Iを キ 県

I岩手 県 I合同 信
~舎

I上 田 住 宅

I合周 肩 舎4  1君ヨi県 I音 山 4卒 軍 rg¬〒1れ 区 〕

I合同 宿 舎 Iキ徳件宰5  1着手 県
I冨競 阜 I岳富 勇け判 I PFF I宿舎

I閃 閥 府 I倍
~全

′  旧 厩 県

I冨城 県 I岳林 水 産 省 I川 崎 森 林 事 藩 所

I冨
"互

県 I国 上 T補 省 I宿舎

I国 土 交 涌 省 I異原 公 藩 昌 宿 舎) ig城 県
I国 十 李 補 省 I暑 :召1  1冨 競 軍

I防衛 省 I宿舎2  1宮城 県

I冨城 県 I防衛 省 I宿舎

llテ:衝省 I居舎4  1冨競 県
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宿舎名番号 都道府県 省庁名
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番号 都道府県 省庁名 宿舎名
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宿舎名都道府県 省庁名番号

I宿全聰 空

I宿 |導 墓 せ

1】ヒ題 i

量 熊 諄 空 I宣吉 宿 全

I宿全導 真 空

省

学 業 空       I宿 全

麻       I制 4控 儡 宿 舎

I引

`簗

宿
~そ

肉 閣 鷹

情・吊 倖 卓

4  1哲 玉

I宿 全III:答 を

I宿 :

I宿全:繊T空

合 日 屑 全 I障昌 HT停

‖県         I防 衛省 l宿全1  1稲 季

I宿全穂 空

単 蒸 省 I宿 |

よ ★ 荏 省     I卜 船
~

肉 閣 麻 I狛 崎 宿

学 盗 省       I宿 舎

I宿舎i省

!終省       i宿 舎

I宿全学 芸 空

導 熟 省 I

キ数 を       l宿 全
~

I福
~

準 熟 省

:容省       
「

宿全

5  1臣 IF I滋務 省県 I梧
盗 省 I落舎

7  1沖

イ で つ

場合を含む。
て し

上記には、廃上の上、
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【月1紙 2】

宿舎使用料の見直し

宿舎使用料については、以下の水準 (概算)まで引上げを行う。

宿舎使用料の引上げ時期については、平成 24年 4月 から平成 26年 3月 までの間

国家公務員給与について減額支給措置が講じられていることから、国家公務員給与

の減額支給措置終了後の平成 26年 4月 から引上げを開始する。

また、今回の引上げが過去に例のない規模であることから、激変緩和措置として、

2年 ごとに3段階で引上げを実施する。

O 東京 23区

O 地域手当非支給地域

築年 新 築 築 15年 築 26年 (全国の宿舎の平均)

現  行 引上げ後 引上げ額 現  行 引上げ後 引上げ額

独身用
i3千円～

11千 円
19千円

6千円～

8千円
9千円 16千円 7千円

係長

補佐

43千円～

35千円
63千円

20千 円～

28千円
28千円 51千円 23千円世

訂

用 幹部
92千 円～

78千円
147千 円

55千 円～

69千円
66千円 118千 円 52千 円

築年 新 築 ～ 築 15年 築 26年 (全国の宿舎の平均 )

現  行 引上げ後 引上げ額 現  行 引上げ後 引上げ額

独身用
8千円～

6千円
11千円

3千円～

5千円
4千円 8千円 4千円

係長

補佐

29千円～

20千円
39千円

10千円～

19千 円
14千円 27千円 13千円世

耳

用 幹部
54千円～

39千円
85千円

31千円～

46千円
27千円 56千円 29千円

(注 1)

(注 2)

(注 3)

(注 4)

地域手当の支給区分毎に算定。

経年による減額の開始時期を5年経過から 15年経過に変更。

全体として歳出に見合う歳入 (使用料収入)を確保することを前提に、単身赴任者に

対する軽減措置を検討。

各規格・各地域・各経年毎の使用料の詳細は、引上げ実施時期が近づいた段階で、そ

の時点の歳出・地価の動向等を踏まえて算定。

駐車場の使用料についても引上げを実施。(注 5)
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【参考 1】

国家公務員宿舎については、真に公務のために必要な宿舎に限定ずるとの考え方

の下、削減計画で示されたように、宿舎に入居することが認められる職員の類型を

以下の 5類型に限定し、これらの各類型に基づいて各府省が精査を実施し、必要戸

数を算定している。

1.職務上宿舎への入居が認められる公務員の類型の意義

国家公務員宿舎に入居が認められる公務員の類型は、以下の 5類型とする。

① 離島、山間へき地に勤務する職員

自然保護官事務所職員やダム管理所職員等、離島や山間へき地に勤務ずる職

員であり、通勤可能な範囲に自宅を所有していないことがほとんどである。こ

のため、これらの職員に対して、国が宿舎を提供することは、国の事務 口事業

の円滑な運営にとつて必要である (こ れらの職員に対して提供される宿舎は、

国家公務員宿舎法第 12条に基づく無料宿舎)。

② 頻度高く転居を伴う転勤等をしなくてはならない職員
イ

国は公平で均―な行政サービスを全国で提供する必要があり、そのため、国

家公務員の勤務地は全国に広く点在 している。加えて、不正や癒着の防止、適

材適所の人材配置、職務に熟達した能力の高い職員の育成のため、国家公務員

は一定の地域に限定されることなく異動を行う必要がある。その異動サイクル

は比較的短期間であり、これに伴い、転居を伴う転勤も高い頻度で行われるこ

ととなる。こうした全国規模での異動を円滑に実施するため、これらの職員に

対して宿舎を提供することが必要である。

③ 居住場所が官署の近接地に制限されている職員

国家公務員の中には、危機管理要員、刑務官、一部の自衛官等、その職務の

要請から、居住場所を官署の近接地に制限されている職員がいる。これらの職

員は、テロ、災害、暴動等の発生時に迅速に官署に駆けつけ、適切に対処する

ことが求められているため、その居住場所が官署の近接地に限定されている。

このように、居住場所の選択を制限し、官署の近接地に居住することを強制 し

ている以上、これらの職員に対し宿舎を提供する必要がある (こ れらの職員に

対して提供される宿舎は、国家公務員宿舎法第 12条に基づく無料宿舎)。
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④ 災害、テロ、経済危機、武力攻撃等を含め、政府の迅速な対応が求められる

事件 日事故等が発生した際、各府省が定める業務継続計画 (BCP)等 に基

づき緊急参集する必要がある職員ィ

類型③に含まれる職員のほかに、各府省は、災害対策基本法に基づく防災基

本計画 (平成 24年 9月 6日 中央防災会議決定)や国民保護法に基づく「国民

の保護に関する基本指針」 (平成 17年 3月 25日 閣議決定)等により、業務継

続計画 (BCP)等 を定め、緊急事態等が発生した場合、これに基づき各職員

が緊急に参集する体制を全国において整えている。こうした職員 (以下「緊急

参集要員」という。)は、災害等によつて、たとえ交通インフラや通信手段が

遮断された場合であっても、迅速に登庁することが求められていることから、

国は、これらの職員に対し、職場に一定程度近接した宿舎を提供することが必

要である。

⑤ 国会対応、法案作成及び予算等の業務に従事 し、深夜 日早朝における勤務を

強いられる本府省職員

我が国の中央省庁における業務は、国会議員の様々な活動 (与野党における

党内での政策議論を含む。)に組み込まれて行 う業務が多く、国会議員の活動

と中央省庁の活動は密接不可分である。また、国会対応、法案作成及び予算等

の業務については、その作業量が膨大であることか ら、職員の勤務は、往々に

して深夜にまで及ぶことが多い。特に国会対応等国会活動と密接に関係する業

務については、深夜だけではなく早朝においても作業が発生ずることが多々見

受けられる。こうした中、国が、これ らの職員に対 して、職場に一定程度近接

した宿舎を提供することについては、その事務日事業の円滑な運営を行 う上で、

一定の必要性が認められる。

なお、「国会対応、法案作成及び予算等の業務に従事 し、深夜 日早朝におけ

る勤務を強いられる」という要件は、各府省において厳格に適用することとし、

職務の内容、勤務実態等を勘案 し、職場に一定程度近接 した場所に居住する必

要性が認められない者は除外する必要がある。

2.各類型に該当する戸数の根拠

(1)必要戸数の根拠

各府省における各類型に該当する必要戸数の検討に当たっては、平成 23年

11月 18日 に行われた閣僚懇談会において、財務大臣から各閣僚に対して協力

要請を行い、上記 5類型に基づいて各府省が精査を実施し、財務省において集

計を行つた。

その際、自宅や民間賃貸住宅に居住 している者もいる中で、国の事務 口事業
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の円滑な運営等のために、最低限必要な宿舎戸数を用意するとの考え方で絞 り

込みを行つた。

具体的には、各類型に該当する職員であつても、現在、宿舎に入居せずに職

務を遂行している者がいることも考慮して、現在の入居戸数を最低限必要な戸

数の算定の根拠とした。例えば、④の緊急参集要員は、削減計画策定時の各府

省の報告 (23年 10月 現在)によれば、全国で 23.4万人であつたが、そのう

ち実際の宿舎入居戸数である 8.3万戸を現状の緊急参集体制を維持する観点

から最低限必要な戸数として算定した。

(参考)④の類型の必要戸数 8.3万戸に対応する職員のうち、その大半は、

防衛省職員 (約 5万戸)、 地方整備局等の国土交通省職員 (約 1.5万

戸)である。

(2)各類型間の重複の排除

また、必要戸数の算定の際、一人の職員が複数の類型に該当する場合がある。

例えば、④の類型に該当ずる職員 (緊急参集要員)が、同時に、⑤の類型 (国

会対応等に従事ずる本府省職員)に該当ずる場合もある。このような場合、必

要戸数の算定に当たつては、当該職員を④緊急参集要員として必要戸数に算定

し、⑤国会対応等に従事する職員としては算定しないことにより、類型間の重

複を排除している。他の類型間においても、同様の整理を行い、必要戸数の重

複を排除した算定を行つた。
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区    分
必要 戸数

(万 戸 )

① 離島、山間へき地に勤務する職員

(例 :自 然保護官事務所職員、ダム管理所職員)

約  0.2

② 頻度高 く転居 を伴 う転勤等 を しな くてはな らない

職員

(例 :司 法関係職員、国税職員 )

約  5.2

③ 居住場所が官署の近接地に制限されている職員

(例 :刑 務官、自衛官 )

約 1.3

④  災害、テ ロ、経済危機 、武力攻撃等 を含め、政府

の迅速な対応が求め られ る事件 口事故等が発生 した

際、各省庁が定める業務継続計画 (BCP)等 に基

づき緊急参集する必要がある職員   ―

約  8.3

⑤ 国会対応、法案作成及び予算等の業務に従事 し、

深夜 。早朝における勤務を強いられる本府省職員
約  1.2

合   計 約 16.3

宿舎に入居することが認め られ る職員の類型 と必要戸数

(注 )それぞれの区分には、国か ら移行 した独立行政法人の職員 (例 :

試験研究機関の職員)及 びその必要戸数 (0.4万 戸)が含まれ る。
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「国家公務員宿舎の削減計画」に基づくコスト比較等の実施フロー
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【参考3】

宿舎のコス ト比較手法の見直しについて

老朽化 し耐震性等に問題がある宿舎等については、売却収入や法定容積率の利用

率、業務上の必要性や立地等を勘案 して廃止する宿舎を選定するとともに、存置す

ることとした耐震性等に問題がある宿舎については、より詳細なコス ト比較を実施

し、その処置について判定を行つた。

こうしたコス ト比較手法については、民間企業からの ヒアリングや有識者の意見

等を踏まえつつ、財政制度等審議会固有財産分科会 (平成 24年 9月 11日 開催)に

おける審議を経て策定 したものであり、その内容は以下の通 り。

O老朽化し耐震性等に問題のある宿舎については、削減計画における「コス ト比

較等を行うことによって、極力、耐震改修等により対応 し、できる限り、建替

を抑制」するとの方針の下、耐震改修等 (長寿命化)、 借受への移行、建替とい

う様々な選択肢の間でのコス ト比較を実施。その際、民間不動産のコス ト比較

時に主に採用されているDCF法 (純収益等を発生時期に応じて現在価値に割

り引き、コス ト比較を行う手法)を使用。

O具 体的には、コス ト比較計算期間 (20年間)に おける各期の純収益 (収益―費

用)の割引現在価値の合計を算出 し、耐震改修等 (長寿命化)、 借受、建替につ

いてコス ト比較。

(注 )コ スト比較計算期間は、民間の実態 (5～20年程度)を踏まえつつも、①国家公務
員宿合は修繕しつつ長期間使用されるのが実態 (例 えば鉄筋コンクリー ト造宿舎に
ついては、経過年数 40年以上使用することを原則としている)であること、②20

年程度で大規模修繕が行われること、を考慮して20年間と設定。

O収 益は、土地建物の売却収入や、建設工事等の国か らの支出に伴い発生する法

人税や消費税収入を見込み、費用は、耐震改修費 日大規模修繕費等、維持管理

費、設計 a建設費、解体費等に加え、新たに資金調達コス トも勘案。
(注 )宿舎使用料収入については、耐震改修等 (長寿命化)、 借受、建替のいずれのケー

スでも徴収するため、算入せずとも比較結果に影響を与えないことから、試算の対
象から除外。

O資 金調達コス トは、将来の資金調達時点に対応する国債利回 り (イ ンプライ ドロ

フオーワー ドロレー ト)に よ り計算。

(注 )イ ンプライド・フォーワー ド・ レー トとは、国債流通利回りを基に算出した将来
時点を起点とする特定期間に対応する利回り。なお、財政投融資対象事業に関す
る政策コス ト分析において、将来の財政融資資金の貸付金利として用いられてい
る。
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DCF法による詳細なコス ト比較 (イ メージ)
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